
広
島
県
告
示
第
三
百
三
十
九
号 

 
次
の
港
湾
に
つ
い
て
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
江
田
島
市
が
新
た
に
港
湾
管
理
者
と
な
っ
た
た
め
、
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、

従
来
港
湾
管
理
者
で
あ
っ
た
広
島
県
は
、
当
該
港
湾
の
港
湾
管
理
者
と
し
て
の
地
位
を
失
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日 

 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

港
湾
名 

  

地
方
港
湾
大
柿
港 


